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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 6月 7日 (2005.6.7)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 体 腔 内 を 観 察 す る た め の 観 察 手 段 を 備 え た 内 視 鏡 と 、
　 体 腔 内 の 生 体 組 織 を 縫 合 す る た め の 縫 合 糸 を 備 え た 縫 合 針 と 、
　 前 記 縫 合 針 を 把 持 す る 把 持 部 を 備 え る と と も に 、 前 記 内 視 鏡 の 観 察 下 で 前 記 縫 合 針 の 把
持 操 作 す る た め の 操 作 部 を 備 え た 把 持 鉗 子 と 、
　 前 記 把 持 部 に よ っ て 把 持 さ れ た 前 記 縫 合 針 に 物 理 エ ネ ル ギ ー を 供 給 す る エ ネ ル ギ ー 供 給
手 段 と 、
　 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 内 視 鏡 治 療 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 体 腔 内 を 観 察 す る た め の 所 定 の 視 野 範 囲 を 有 す る 観 察 手 段 を 備 え た 内 視 鏡 と 、
　 体 腔 内 の 生 体 組 織 を 縫 合 す る た め の 縫 合 糸 を 備 え た 縫 合 針 と 、
　 前 記 縫 合 針 を 把 持 す る 第 １ の 把 持 部 を 備 え る と と も に 、 前 記 内 視 鏡 の 観 察 下 で 前 記 縫 合
針 の 把 持 操 作 す る た め の 第 １ の 操 作 部 を 備 え た 第 １ の 把 持 鉗 子 と 、
　 前 記 縫 合 針 を 把 持 す る 第 ２ の 把 持 部 を 備 え る と と も に 、 前 記 内 視 鏡 の 観 察 下 で 前 記 縫 合
針 の 把 持 操 作 す る た め の 第 ２ の 操 作 部 を 備 え た 第 ２ の 把 持 鉗 子 と 、
　 前 記 第 １ の 把 持 部 を 前 記 視 野 範 囲 内 に 案 内 す る と と も に 、 前 記 視 野 範 囲 内 で 前 記 第 １ の
把 持 部 を 移 動 さ せ る 第 １ の 湾 曲 部 を 備 え た 前 記 第 １ の 案 内 具 と 、
　 前 記 第 ２ の 把 持 部 を 前 記 視 野 範 囲 内 に 案 内 す る と と も に 、 前 記 視 野 範 囲 内 で 前 記 第 ２ の
把 持 部 を 移 動 さ せ る 第 ２ の 湾 曲 部 を 備 え た 前 記 第 ２ の 案 内 具 と 、
　 前 記 第 １ の 把 持 部 も し く は 前 記 第 ２ の 把 持 部 に よ っ て 把 持 さ れ る と と も に 前 記 第 １ の 案
内 具 お よ び 前 記 第 ２ の 案 内 具 に よ っ て 前 記 視 野 範 囲 内 を 移 動 す る 前 記 縫 合 針 に 物 理 エ ネ ル
ギ ー を 供 給 す る た め に 、 前 記 第 １ の 把 持 鉗 子 お よ び 前 記 第 ２ の 把 持 鉗 子 に 接 続 さ れ た エ ネ
ル ギ ー 供 給 手 段 と 、
　 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 内 視 鏡 治 療 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更



【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 （ 発 明 の 目 的 ）
　 本 発 明 は 、 内 視 鏡 と 把 持 鉗 子 を 組 み 合 わ せ て 体 腔 内 の 生 体 組 織 を 縫 合 す る 内 視 鏡 治 療 装
置 に あ っ て 、 体 腔 内 の 生 体 組 織 の 縫 合 を 容 易 か つ 確 実 に 行 え る よ う に し た 内 視 鏡 治 療 装 置
を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ６ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 請 求 項 １ に 係 る 発 明 は 、 体 腔 内 を 観 察 す る た め の 観 察 手 段 を 備 え た 内 視 鏡 と 、 体 腔 内 の
生 体 組 織 を 縫 合 す る た め の 縫 合 糸 を 備 え た 縫 合 針 と 、 前 記 縫 合 針 を 把 持 す る 把 持 部 を 備 え
る と と も に 、 前 記 内 視 鏡 の 観 察 下 で 前 記 縫 合 針 の 把 持 操 作 す る た め の 操 作 部 を 備 え た 把 持
鉗 子 と 、 前 記 把 持 部 に よ っ て 把 持 さ れ た 前 記 縫 合 針 に 物 理 エ ネ ル ギ ー を 供 給 す る エ ネ ル ギ
ー 供 給 手 段 と 、 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 内 視 鏡 治 療 装 置 で あ る 。
　 ま た 、 請 求 項 ２ に 係 る 発 明 は 、 体 腔 内 を 観 察 す る た め の 所 定 の 視 野 範 囲 を 有 す る 観 察 手
段 を 備 え た 内 視 鏡 と 、 体 腔 内 の 生 体 組 織 を 縫 合 す る た め の 縫 合 糸 を 備 え た 縫 合 針 と 、 前 記
縫 合 針 を 把 持 す る 第 １ の 把 持 部 を 備 え る と と も に 、 前 記 内 視 鏡 の 観 察 下 で 前 記 縫 合 針 の 把
持 操 作 す る た め の 第 １ の 操 作 部 を 備 え た 第 １ の 把 持 鉗 子 と 、 前 記 縫 合 針 を 把 持 す る 第 ２ の
把 持 部 を 備 え る と と も に 、 前 記 内 視 鏡 の 観 察 下 で 前 記 縫 合 針 の 把 持 操 作 す る た め の 第 ２ の
操 作 部 を 備 え た 第 ２ の 把 持 鉗 子 と 、 前 記 第 １ の 把 持 部 を 前 記 視 野 範 囲 内 に 案 内 す る と と も
に 、 前 記 視 野 範 囲 内 で 前 記 第 １ の 把 持 部 を 移 動 さ せ る 第 １ の 湾 曲 部 を 備 え た 前 記 第 １ の 案
内 具 と 、 前 記 第 ２ の 把 持 部 を 前 記 視 野 範 囲 内 に 案 内 す る と と も に 、 前 記 視 野 範 囲 内 で 前 記
第 ２ の 把 持 部 を 移 動 さ せ る 第 ２ の 湾 曲 部 を 備 え た 前 記 第 ２ の 案 内 具 と 、 前 記 第 １ の 把 持 部
も し く は 前 記 第 ２ の 把 持 部 に よ っ て 把 持 さ れ る と と も に 前 記 第 １ の 案 内 具 お よ び 前 記 第 ２
の 案 内 具 に よ っ て 前 記 視 野 範 囲 内 を 移 動 す る 前 記 縫 合 針 に 物 理 エ ネ ル ギ ー を 供 給 す る た め
に 、 前 記 第 １ の 把 持 鉗 子 お よ び 前 記 第 ２ の 把 持 鉗 子 に 接 続 さ れ た エ ネ ル ギ ー 供 給 手 段 と を
具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 内 視 鏡 治 療 装 置 で あ る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ６ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ６ ３ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 以 上 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 に よ れ ば 、 内 視 鏡 と 把 持 鉗 子 を 組 み 合 わ せ て 体 腔 内 の 生 体
組 織 を 縫 合 す る 場 合 に 体 腔 内 の 生 体 組 織 の 縫 合 を 容 易 か つ 確 実 に 行 え る 。
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